
あわら・わくわくプレミアム付商品券の発行
　10 月からの消費税率 10％の引き上げにより、市民税非課税者・子育て世帯の消費に与える影
響を緩和し、地元の消費を促進するため、あわら・わくわくプレミアム付商品券を発行します。
　対象者には、プレミアム付商品券の購入引換券を９月末に送付します。詳細は、引換券に同封
するチラシまたは、市のホームページをご覧ください。
購入期間 10 月１日（火）～令和２年２月 28 日（金）

※ 購入希望者は、引換券を持って早めにご購入ください。
対　象　・市民税非課税者（申請必要）

・３歳児未満の乳幼児のいる子育て世帯主（申請不要）
問合せ　〈市民税非課税者の申請に関すること〉福祉課　☎ 73-8020

〈子育て世帯に関すること〉子育て支援課　☎ 73-8021
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６
月
）

・
低
所
得
者
や
０
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２
歳
児
の
子
育
て
世

帯
向
け
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

水道料金・下水道使用料の消費税率が変更
　水道料金と下水道使用料に適用されている税率が、８％から 10％に変更になります。新しい税率の適用は次のとおりです。
　なお、検針の際にお渡しする「使用水量のお知らせ」で、対象となる地区が確認できますので、ご覧ください。

▼偶数月検針地区の場合
（芦原温泉上水道財産区域を除く旧芦原町全地区、坪江、剱岳）

令和元年 11 月使用分（令和２年１月末請求分）から
▼奇数月検針地区の場合（金津、伊井、細呂木、吉崎）
令和元年 12 月使用分（令和２年２月末請求分）から

▼毎月検針地区の場合（芦原温泉上水道財産区域※）
※ 舟津温泉、二面温泉、田中温泉、牛山および二面の一部

令和元年 11 月使用分（12 月末請求分）から
▼令和元年 10 月１日以後に新規開栓の場合
該当する検針地区にかかわらず、10 月以後の最初
の検針から
問合せ　上下水道課　☎ 73-8036

Ｑ
．
軽
減
税
率
制
度
と
は
？

Ａ
．
日
々
の
生
活
に
お
け
る
負
担
を
減
ら
す
た
め
に
、
次
の
対
象
品
目
に
係
る

税
率
を
８
％
に
据
え
置
く
も
の
で
す
。

事
業
者
の
皆
さ
ん
へ

仕
入
税
額
控
除
の
方
式
が
変
更

　
軽
減
税
率
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
飲
食
料

品
な
ど
の
仕
入
れ
が
あ
る
全
て
の
事
業
者
は
、

帳
簿
・
請
求
書
・
レ
シ
ー
ト
な
ど
の
記
載
を

複
数
税
率
に
対
応
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
レ
ジ
や
受
発
注
・
請
求
書
管
理
シ

ス
テ
ム
の
導
入
・
改
修
が
必
要
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者

向
け
の
補
助
金
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
【
制
度
に
つ
い
て
】

消
費
税
軽
減
税
率
電
話
相
談

セ
ン
タ
ー
（
平
日
９
時
～
17
時
）

☎
０
１
２
０-

２
０
５-

５
５
３

【
補
助
金
に
つ
い
て
】

軽
減
税
率
対
策
補
助
金
事
務
局

（
平
日
９
時
～
17
時
）

☎
０
１
２
０-

３
９
８-

１
１
１

「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
・
消
費
者
還
元
事

業
」
の
加
盟
店
登
録
は
お
早
め
に
！

　
加
盟
店
に
登
録
す
る
に
は
、
決
済
事
業
者

と
契
約
を
結
び
、
加
盟
店
Ｉ
Ｄ
を
発
行
し
て

も
ら
っ
た
上
で
、
登
録
申
請
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
す
。
既
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
を

導
入
し
て
い
て
も
、
改
め
て
決
済
事
業
者
を

通
じ
て
加
盟
店
登
録
を
し
な
け
れ
ば
、
ポ
イ

ン
ト
還
元
の
対
象
店
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ　

ポ
イ
ン
ト
還
元
問
合
せ
窓
口

（
平
日
10
時
～
18
時
）

☎
０
５
７
０-

０
０
０-

６
５
５

参　
照　
「
政
府
広
報
オ
ン
ラ
イ
ン
」（https://w

w
w

.gov-online.go.jp/

）

軽減税率の対象品目
８％

その他の品目は
10％

（標準税率）飲食料品（お酒・外食を除く） 新聞

飲食料品の範囲について

テイクアウト・
宅配
など

お酒
（酒税法に規定する

酒類）

一体資産※

外食

飲食料品（食品表示法に規定する食品）

人の飲用または食用に提供されるもの
＝

医薬品
医薬部外品
など

テーブルや椅子などの飲食に用いられる設備があり、飲食（イートイン）
もできる店での飲食料品の購入の場面では、店側は、販売の時点で適用税
率を判断するため、客に「イートインか、テイクアウトか」を確認するこ
ととなります。イートインの場合は外食として、標準税率が適用されます。

※ 「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があら
かじめ一体となっている資産のことで、税抜き
価額が１万円以下であり、食品の価額の占める
割合が３分の２以上の場合、軽減税率の対象と
なります（それ以外は、標準税率の対象）。

定期購読契約さ
れた週２回以上
発行されるもの

軽減税率対象 標準税率対象

①飲食設備（テーブル、椅子、カウ
ンターなどの飲食に用いられる設
備）のある場所において

②顧客に飲食させるサービス

ケータリング・
出張料理など

顧客が指定した場所で
行うサービスを伴う飲
食料品の提供

有料老人ホーム
での飲食料品の
提供・学校給食など

アルコール分１度以上のものを指す
（みりんや料理酒など、調味料の中に
も「酒類」に当たるものがあります）

食品 食品以外

水

水道水

ミネラル
ウォーター
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知っておきたい消費税のこと


